
出所： 税関「1113輸入許可前貨物の引取り制度」 

輸出締約国 
日本（輸入締約国） 

 
 

保税地域への搬入後、輸入申告・BP

承認（原産地証明書提出猶予の申し
出）⇒関税等相当額担保提出 

後日到着した遡及発給の原産地
証明書を提出し、担保額の解除
手続きを行う。 
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輸入貨物は、輸入の許可を受けなければ国内に引き取ることはできない。しかし、この原則をあくまで厳守して 
貨物を長く保税地域に留置させることは、輸入者の商取引上商機を逸することにもなり、適当でない場合がある。 
以下のような貨物について日本では輸入の許可前に貨物を直ちに引き取ることが可能となる許可前引き取り承
認制度（Before Permit: BP）を導入している。なお、許可前引取り承認制度を利用する場合には、関税等相当額の
担保を税関に提出した上で税関長の承認を受ける必要がある。（関税法第73条） 
 ・貴重品や危険物、変質・損傷のおそれがあり、特に引取りを急ぐもの 
 ・展示会等へ出品するもので時間的制約があるとき 
 ・特恵税率又は経済連携協定に基づく税率の適用のため必要とされる原産地証明書の提出が遅れるとき 
  （ただし、いずれの場合も「原産地証明書の提出猶予」の承認を受けた場合に限ります。） 
 ・陸揚げ後に数量を確定させる契約による貨物であり、輸入申告時に貨物の数量が確定していないとき 
参考： 東南アジア諸国の同種制度 https://www.jetro.go.jp/theme/wto-fta/procedure/pdf/asean_customs_clearance.pdf       
メキシコ、チリの同種制度 https://www.jetro.go.jp/theme/wto-fta/procedure/pdf/mx_cl_customs_clearance.pdf 

後日 
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EPA特恵関税適用申告した輸入通関手続き 
日本の許可前引き取り承認制度 



Invoice 

特定原産地証明書 

シンガポール 

Switching 
Invoice 

＋ 

運用上の手続き規則 Operational Procedures Invoice of non-Party   
SECTION 2 RULES OF ORIGIN  Part 1 Certificate of origin (COO) Rule 7: Invoice of a non-Party 
The customs authority of the importing Party may accept a certificate of origin in cases where the invoice is issued by 
either a natural person or a juridical person located in a non-Party. 
Appendix 1- B (JAPAN)  
Field 7: Indicate the invoice number and date for each good. The invoice should be the one issued for the importation of the good into 
Thailand. 
If the invoice is issued by a person different from the exporter or its authorised agent to whom the certificate of origin is issued and the person who 
issues the invoice is located in a non-Party, it should be indicated in field 8 that the goods are invoiced in a non-Party, identifying the full legal name and 
address of the person that issues the invoice. In an exceptional case where the invoice number of an invoice issued in a non-Party is not known at the 
time of issuance of the certificate of origin, field 7 should indicate the invoice number and the date of the invoice issued by the exporter to whom the 
certificate of origin is issued and it should be indicated in field 8 that the goods will be invoiced in a non-Party, identifying the full legal name and 
address of the person that will issue the invoice. 
http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/thailand/epa0704/op.pdf 

特定原産地証明書上のSwitching Invoice 
情報記載の背景 

輸入締約国（タイ）の税関が対象貨物と特
定原産地証明書と第三国インボイスを照合
する。照合ができなければ特恵関税適用不
可となる。 

Cargo 
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三国間貿易（仲介貿易） 
日本タイEPAの場合 
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1.  上図の場合、タイでは輸入通関手続きせず税関監督下の保税倉庫で分割し、

「連続する原産地証明書」の数量の総計は「最初の原産地証明書」の数量計を
超えないこと 

2. 個々の締約国が連続する特定原産地証明書を発給するか否か、さらに、連続

する特定原産地証明書を受け入れるか否かはその締約国の国内法による。 
従って、関係国担当機関に事前に確認することをお薦めする。日本では受け入
れるが、発行はしない。  

Back-to-Back規定 附属書4 運用上の証明手続 第3規則 
4 (a)  第二規則5の規定にかかわらず、輸出締約国の権限のある政府当局又はその指定団体によって原産地証明書（以下この4に

おいて「最初の原産地証明書」という。）が発給された原産品が輸入締約国から他の締約国に輸出される場合において、当該
輸入締約国における輸出者又は権限を与えられたその代理人が有効な最初の原産地証明書を提示して申請を行うときは、
当該輸入締約国の権限のある政府当局又はその指定団体は、当該原産品のための新たな原産地証明書として、連続する原
産地証明書を発給することができる。 

  (b)  (a)の規定に基づき連続する原産地証明書が発給される場合には、第三章及びこの附属書に規定する「輸出締約国の原産
品」については、その権限のある政府当局又はその指定団体が最初の原産地証明書を発給した締約国の原産品とみなす 

    http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fta/j_asean/pdfs/ajcep_k4.pdf 
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連続する原産地証明書（Back-to-Back CO） 
日本ASEAN包括的経済連携協定の場合 



本資料に関するお問い合わせ 

日本貿易振興機構（ジェトロ） 
貿易投資相談課 

 
貿易投資相談受付専用 

電話：03-3582-5651 
https://www.jetro.go.jp/services/advice/ 

 
不許複製 禁無断転載 
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